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昭 和 ４ ９ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

各 通 商 産 業 局 商 工 部 長 殿

（ 沖 縄 総 合 事 務 局 通 商 産 業 部 長 ）

通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 長

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 の 規 制 の 対 象 と な ら な い 乗 車

用 ヘ ル メ ッ ト 及 び 野 球 用 ヘ ル メ ッ ト の 表 示 に つ い て

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 関 係 の 運 用 及 び 解 釈 に つ い て は 、 先 に 昭 和 ４ ９ 年 １ ０ 月

９ 日 付 け ４ ９ 産 局 第 ５ ２ ８ 号 に よ っ て 通 知 し ま し た が 同 通 知 中 １ 特 定 製 品 ( 2 )、 、

及 び ( 3 )の そ れ ぞ れ の た だ し 書 に 該 当 す る 法 規 制 の 対 象 と な ら な い 原 動 機 付 自 転 車

用 及 び 軟 式 野 球 用 又 は 準 硬 式 野 球 用 の 表 示 に つ い て は 、 そ れ を 利 用 す る 消 費 者 が

一 見 し て わ か る よ う に す る た め 、 活 字 の 大 き さ を １ ４ ポ イ ン ト （ 4 . 9ミ リ メ ー 卜

ル ） 以 上 と し 、 当 該 ヘ ル メ ッ ト の 外 面 の 見 易 い 箇 所 に 容 易 に 脱 落 又 は 消 え な い 方

法 で 表 示 す る よ う 関 係 業 界 を 指 導 し た の で 、 貴 局 に お い て も 今 後 こ れ に よ っ て 指

導 し て 下 さ い 。
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昭 和 ４ ９ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

各 都 道 府 県

関 係 部 長 殿

通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 長

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 の 規 制 の 対 象 と な ら な い 乗 車

用 ヘ ル メ ッ ト 及 び 野 球 用 ヘ ル メ ッ ト の 表 示 に つ い て

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 関 係 の 運 用 及 び 解 釈 に つ い て は 、 先 に 昭 和 ４ ９ 年 １ ０ 月

９ 日 付 け ４ ９ 産 局 第 ５ ２ ８ 号 に よ っ て 通 知 し ま し た が 同 通 知 中 １ 特 定 製 品 ( 2 )、 、

及 び ( 3 )の そ れ ぞ れ の た だ し 書 に 該 当 す る 法 規 制 の 対 象 と な ら な い 原 動 機 付 自 転 車

及 び 軟 式 野 球 用 又 は 準 硬 式 野 球 用 の 表 示 に つ い て は 、 別 添 の と お り 、 通 商 産 業 局

商 工 部 長 に 通 知 し た の で お 知 ら せ し ま す 。
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昭 和 ４ ９ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

製 品 安 全 協 会 理 事 長 殿

通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 長

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 の 規 制 の 対 象 と な ら な い 乗 車

用 ヘ ル メ ッ ト 及 び 野 球 用 ヘ ル メ ッ ト の 表 示 に つ い て

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 関 係 の 運 用 及 び 解 釈 に つ い て は 、 先 に 昭 和 ４ ９ 年 １ ０ 月

（ ） 、９ 日 付 け ４ ９ 産 局 第 ５ ２ ８ 号 １ 特 定 製 品 ( 2 )及 び ( 3 ) に よ っ て 通 知 し ま し た が

同 通 知 中 、 １ 特 定 製 品 ( 2 )及 び ( 3 )の そ れ ぞ れ の た だ し 書 に 該 当 す る 法 規 制 の 対 象

と な ら な い 原 動 機 付 自 転 車 用 及 び 軟 式 野 球 用 又 は 準 硬 式 野 球 用 の 表 示 に つ い て

は 、

そ れ を 利 用 す る 消 費 者 が 一 見 し て わ か る よ う に す る た め 、 活 字 の 大 き さ を １ ４ ポ

イ ン ト 4 . 9ミ リ メ ー ト ル 以 上 と し 当 該 ヘ ル メ ッ ト の 外 面 の 見 易 い 箇 所 に 容 易（ ） 、

に 脱 落 又 は 消 え な い 方 法 で 表 示 す る よ う 関 係 業 界 を 指 導 し た の で 、 お 知 ら せ し ま

す 。
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昭 和 ４ ９ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

関 係 業 界 殿

通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 長

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 の 規 制 の 対 象 と な ら な い 乗 車

用 ヘ ル メ ッ ト 及 び 野 球 用 ヘ ル メ ッ ト の 表 示 に つ い て

消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 関 係 の 運 用 及 び 解 釈 に つ い て は 、 先 に 昭 和 ４ ９ 年 １ ０ 月

９ 日 付 け ４ ９ 産 局 第 ５ ２ ８ 号 （ １ 特 定 製 品 ( 2 )及 び ( 3 )に よ っ て 通 知 し ま し た が 、

同 通 知 中 、 １ 特 定 製 品 ( 2 )及 び ( 3 )の そ れ ぞ れ の た だ し 書 に 該 当 す る 法 規 制 の 対 象

と な ら な い 原 動 機 付 自 転 車 用 及 び 軟 式 野 球 用 又 は 準 硬 式 野 球 用 の 表 示 に つ い て

は 、 そ れ を 利 用 す る 消 費 者 か 一 見 し て わ か る よ う に す る た め 、 活 字 の 大 き さ を １

４ ポ イ ン ト 4 . 9ミ リ メ ー ト ル 以 上 と し 当 該 ヘ ル メ ッ ト の 外 面 の 見 易 い 箇 所 に（ ） 、

容 易 に 脱 落 又 は 消 え な い 方 法 で 表 示 し て 下 さ い 。


